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平成２２年４月２７日 

 
各   位 

 
会 社 名   パ ナ ホ ー ム 株 式 会 社              

                                                 代表者名    取締役社長  上 田  勉 
                                                  （コード番号  1924  東証・大証第１部） 
                                                  お問合せ先 経理担当執行役員  北川 賀津雄 
                                                  TEL       （06） 6834－5111 （代表） 

 

支配株主等に関する事項について 

1.親会社、支配株主（親会社は除く。）又はその他の関係会社の商号等  

（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

名 称 属 性 
議決権所有割合

（％） 

発行する株券が上場されている

金融証券取引所等 

パナソニック株式会社 親会社  54.5 

（27.2） 

株式会社東京証券取引所  市場第一部 

株式会社大阪証券取引所  市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

ニューヨーク証券取引所  米国 

パナソニック電工株式会社 その他の関係会社 27.2 株式会社東京証券取引所  市場第一部 

株式会社大阪証券取引所  市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

（注）議決権の所有割合欄の（ ）内の数字は、間接所有割合で内数であります。 

2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

  商号：パナソニック株式会社 

  理由：間接所有を含め、議決権の５０％以上を有しているため 

3.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

   パナソニック株式会社は、間接所有を含め当社の議決権を54.5％所有しており、当社はパナソニ

ックの子会社であります。 

親会社等とは、住宅の内装部材を中心とした取引をしておりますが、親会社等との間において、

取引等の面において著しい依存関係はなく、独立した体制により事業活動を行っております。 

また、人的関係につきましては、親会社の従業員２名が当社取締役に就任しておりますが、当社

取締役会は６名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。

さらに、親会社から独立した立場の社外監査役２名を選任しており、経営判断のより一層の独立性

を確保しております。 
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4.支配株主等との取引に関する事項 

関連当事者との関係 

属性 会社等の名称 
資本金

(百万円) 
事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

役員の兼任

等 

事業上の 

関係 

取引の内容 
取引金額

(百万円) 
科目

期末残高

(百万円)

親会社 パナソニック

株式会社 

258,740 電気･電子機

器等の製造

及び販売 

(被所有）

54.5

（27.2）

－ 製品等の購入

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅ

ﾝ ｽ に よ る 

資金の貸付 

14,698 短期

貸付金

－ 

その他の

関係会社 

パナソニック 

電工株式会社 

148,513 照明器具、情

報機器、電

器、住設建

材、電子材料

及び制御機

器の製造販

売 

(被所有）

直接 

27.2 

－ 製品および原

材料等の購入

製品および

原材料等の

購入 

 5,149 買掛金   2,087

（注）1.当社は、消費税等に係る会計処理方法につき税抜方式を採用しているため、取引金額には
消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めた額を記載しております。 

      2.議決権の所有（被所有）割合欄の（）内の数字は、間接所有割合で内数であります。 

【取引条件及び取引条件の決定方針等】 

(1)グループファイナンスによる資金の貸付に係る金利は、市場金利を勘案した合理的な利率によ
っております。また、資金の貸付は取引が反復的に行われているため、期中平均残高を記載し
ております。 

(2)製品及び原材料の購入価格は、市場価格を勘案した一般取引と同様の条件によっております。 

5.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

  当社は上場会社として一定の独立性を確保し、パナソニック株式会社及びパナソニック電工株式

会社との取引においても、一般取引と同様、公正かつ適切に行っており、支配株主を利する取引、当

社ひいては少数株主に不利益な取引はないと考えております。 

以 上 


